
宮崎市建設キャリアアップシステム活用工事試行実施要領

令和 7年 ９月２９日
（目的）
第 1 公共工事の品質を確保するためには、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわたって、確保・

育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）の活
用を促進し、技能者の処遇改善及び中長期的な技能者の確保・育成に配慮することが求められている。
本要領は、宮崎市が発注するすべての建設工事を対象に、CCUSを活用する場合の必要な事項を定

めるものである。

（用語の定義）
第 2 本要領において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
・元 請 企 業：宮崎市が発注する建設工事の受注者をいう。
・下 請 企 業：建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第５項に規定する下請負人のうち、

工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方を
除く。

・技 能 者：元請企業及び下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人
親方を含む。

・CCUS登録事業者：元請企業及び下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者とし
て自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録する
CCUSの利用者をいう。

・CCUS登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登
録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。

・登 録 事 業 者 率：CCUS登録事業者の数／元請企業及び下請企業の数
・登 録 技 能 者 率：CCUS登録技能者の数／技能者の数
・就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場

した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数
・計 測 日：登録事業者率、登録技能者率又は就業履歴蓄積率を計測する日をいう。計測日は、

受発注者の協議の上で決定するものとし、工事の始期から半年後を初回とし、以
降 3ヶ月に１回の頻度で計測を行い、発注者に報告する。ただし、工期が半年以
内である等これにより難い場合は、初回計測日及び計測頻度については、受発注
者間の協議の上で変更することができる。なお、工期内に少なくとも１回以上計
測することとする。

・平均登録事業者率：登録事業者率の計測日における登録事業者率の平均値をいう。
・平均登録技能者率：登録技能者率の計測日における登録技能者率の平均値をいう。
・平均就業履歴蓄積率：就業履歴蓄積率の計測日における就業履歴蓄積率の平均値をいう。

（対象期間）
第３ CCUS活用工事の現場においてCCUSを利用すべき期間（以下「対象期間」という。）は、現場着

手日（準備工事を除く。以下同じ。）から現場完成日（後片付けを除く。以下同じ。）までのうち、休
日等を除いたものとする。ただし、現場着手日までに事業者登録、技能者登録及び管理者 ID（現場



管理者）登録が完了していない場合の対象期間は、これらの登録が全て完了した日の翌日から現場
完成日までのうち、休日等を除いたものとする。

（実施方法）
第 4 CCUS活用工事は、以下のとおり実施する。
１ 対象工事

宮崎市が発注するすべての建設工事において、受注者が希望した工事を対象とする（受注者希望型）。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とすることができる。
①災害が発生した時などの応急復旧で緊急性を要する場合
②工期が著しく短い場合
③その他の事由により、発注者がCCUSを活用できないと判断する場合

２ 試行内容
１の対象工事において受注者がCCUSの活用に取り組む旨を希望し、受注者が工事着手前に発注者

に対してCCUSを活用することを協議した場合は、受注者は、CCUSに本工事の建設現場に係る情報
の登録を行うとともに、建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。発注者は、下表の
とおり指標ごとの最低基準及び目標基準を指定するものとし、当該目標基準の達成状況に応じて、工
事成績評定に基づく工事成績評定点について加点評価を行うものとする。ただし、達成できなくても
減点評価はしないものとする。 （ ）内は営繕工事

３ 最低基準及び目標基準の達成状況の確認方法
発注者は、受注者に対して２に掲げる各指標に係る最低基準及び目標基準の計測日における達成状

況を記載した資料の提出を求めることにより、最低基準及び目標基準の達成状況を確認するものとす
る。
受注者は、工事が完成したときは、次の表に掲げる書類を発注者へ提出すること。

指標 最低基準 目標基準

平均登録事業者率 ７０%（５０％） ９０%（７０％）

平均登録技能者率 ６０%（３０％） ８０%（５０％）

平均就業履歴蓄積率 ３０%（２０％） ５０%（３０％）

確認事項 判断基準 確認書類

①事業者登録 事業者の登録を行ったこと。ただし、

元請のみで差し支えない。

就業履歴（月別カレンダー）

②技能者登録 １名以上の登録を行ったこと。

③管理者 ID（現場管理者）登録 当該現場の登録を行ったこと。 現場・契約情報

④当該現場へのカードリーダー

の設置

当該現場へカードリーダーを設置 現場設置状況写真

⑤技能者の就業履歴の蓄積 技能者の就業履歴を対象期間の日数

の 50%以上蓄積したこと。もしくは、

「平均就業履歴蓄積率」30%以上

就業履歴（月別カレンダー）及び「実

績表」等もしくは、計測日における

達成状況を記載した資料等の提出



４ 工事成績評定への反映
受注者が２に掲げる全ての指標に係る目標基準を達成した場合は、監督員用考査項目運用表におけ

る考査項目「５．創意工夫」の「その他」において、１点加点評価するものとする。受注者が、２に
掲げる全ての指標に係る目標基準を達成し、かつ、平均登録技能者率９０%以上（営繕工事において
は７０％以上）を達成した場合は、同考査項目において更に１点加点評価するものとする。

５ 未達成項目の報告等
受注者が２に掲げるいずれかの指標に係る最低基準を達成しなかった場合は、発注者は、工事名、

未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日前日までに受注者に報告させるものとする。
６ 受注者は、CCUSを活用する場合、この要領によるほか、「建設キャリアアップシステム現場運用
マニュアル」（一般財団法人建設業振興基金）等を参照し、適正に実施するものとする。

７ 入札公告及び特記仕様書（共通特記仕様書）への明示
CCUS活用工事の対象工事は、下記の例に従い、入札公告及び特記仕様書（共通特記仕様書）又は
（現場説明書）において、CCUS活用工事である旨を明らかにするものとする。

＜入札公告記載例＞

＜特記仕様書（共通特記仕様書）又は（現場説明書）記載例＞

（CCUS活用に係る費用）
第５ CCUS活用に係る費用（登録費用、機器設置費用、現場利用料等）については、受注者が負担する

ものとする。

（その他）
第６ この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。

附 則
この要領は、令和 7年 10月 1日から施行し、令和 7年 10月１日以降に予算執行伺いを行うものから

適用する。

第〇条 CCUS活用工事
本工事は、建設キャリアアップシステム活用工事（受注者希望型）の対象工事である。
なお、実施にあたっては、「宮崎市建設キャリアアップシステム活用工事試行実施要領」に基づき行う。
実施要領は、宮崎市役所ホームページに掲載している。

〇 その他の事項
本工事は、ＣＣＵＳ活用工事（受注者希望型）の対象工事である。


